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令和８年３月 13 日 

厚生労働省老健局介護保険計画課 
 

貴関係諸団体に速やかに送信いただきますよう

よろしくお願いいたします。 

 

各都道府県介護保険担当課（室） 
各市町村 介護保険担当課（室） 御 中 

← 厚生労働省 介護保険計画課 
 

今回の内容 

 

介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する居

住費の負担限度額及び同法第六十一条の三第二項第二

号に規定する滞在費の負担限度額の一部を改正する件

について（通知） 

４枚（本紙を除く） 

連絡先  TEL : 03-5253-1111（内線 2164） 
FAX : 03-3503-2167 

 



 

 

老介発０３１３第１号 

令和８年３月 13 日 

 

 

 

各       介護保険担当主管部（局）  御中 

 

 

厚生労働省老健局介護保険計画課長 

（ 公 印 省 略 ）    

 

 

 

介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額及び同法第六十一

条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額の一部を改正する件について（通知） 

 

 

 介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額及び同法第六十

一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額の一部を改正する件（令和８年厚生

労働省告示第 88号）が本日別添のとおり公布され、令和８年８月１日から施行することと

されたところです。 

 本改正の趣旨及び改正の内容は下記のとおりですので、十分御了知の上、関係者、関係

団体等に対し、その周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきようお願いいたしま

す。 

 

記 

 

第１ 改正の趣旨 

   令和７年 12月にとりまとめられた社会保障審議会介護保険部会の意見書を踏まえ、  

負担能力に応じた負担を図る観点から、介護保険施設等における居住費又は滞在費に

対して支給される特定入所者介護（予防）サービス費について、支給額の見直しを行

うものであること。 

 

第２ 改正の内容 

   改正内容は別紙のとおりとすること。 
 

第３ 施行期日 

令和８年８月１日 

 

都道府県 

市区町村 



補足給付（低所得者の食費・居住費の負担軽減）の仕組み (令和８年８⽉〜)

負
担
軽
減
の
対
象

と
な
る
低
所
得
者

負担限度額 （日額（月額））※短期入所生活介護等（日額）基準費用額

（日額（月額）） 第３段階②第３段階①第２段階第１段階

1,420円（4.3万円）

【1,360円（4.1万円）】

680円 （2.1万円）

【1,030円（3.1万円）】

390円 （1.2万円）

【600円（1.8万円）】

300円 （0.9万円）

【300円】

1,545円 （4.7万円）食費

530円 （1.6万円）430円 （1.3万円）430円 （1.3万円）0円 （ 0万円）915円 （2.8万円）特養等多床室

居
住
費

530円 （1.6万円）430円 （1.3万円）430円 （1.3万円）0円 （ 0万円）697円 （2.1万円）⽼健・医療院
（室料を徴収する場合）

430円 （1.3万円）430円 （1.3万円）430円 （1.3万円）0円 （ 0万円）437円 （1.3万円）⽼健・医療院等
（室料を徴収しない場合）

980円 （3.0万円）880円 （2.7万円）480円 （1.5万円）380円 （1.2万円）1,231円 （3.7万円）特養等従来型
個室

1,470円 （4.5万円）1,370円 （4.2万円）550円 （1.7万円）550円 （1.7万円）1,728円 （5.3万円）⽼健・医療院等

1,470円 （4.5万円）1,370円 （4.2万円）550円 （1.7万円）550円 （1.7万円）1,728円 （5.3万円）ユニット型個室的多床室

1,470円 （4.5万円）1,370円 （4.2万円）880円 （2.6万円）880円 （2.6万円）2,066円 （6.3万円）ユニット型個室

主な対象者
利⽤者負担段階

預貯⾦額（夫婦の場合）（※）

要件なし・ 生活保護受給者

第1段階
1,000万円（2,000万円）以下

・ 世帯（世帯を分離している配偶者を含む。以下同じ。）全員が市町村⺠税⾮課税である
⽼齢福祉年⾦受給者

650万円（1,650万円）以下年⾦収⼊⾦額（※）＋合計所得⾦額が82.65万円以下
・世帯全員が
市町村⺠税
非課税

第2段階

550万円（1,550万円）以下年⾦収⼊⾦額（※）＋合計所得⾦額が82.65万円超〜120万円以下第3段階①

500万円（1,500万円）以下年⾦収⼊⾦額（※）＋合計所得⾦額が120万円超第3段階②

・世帯に課税者がいる者
・市町村⺠税本⼈課税者

第4段階

【】はショートステイの場合

○ ⾷費・居住費について、利⽤者負担第１〜第３段階➁の⽅を対象に、所得に応じた負担限度額を設定。

○ 標準的な費用の額（基準費用額）と負担限度額との差額を、介護保険から特定入所者介護（予防）サービス費として給付。

※ 平成28年８⽉以降は、⾮課税年⾦も含む。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
五
十
一
条
の
三
第
二
項
第
二
号
に

規
定
す
る
居
住
費
の
負
担
限
度
額
及
び
法
第
六
十
一
条
の
三
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
滞
在
費
の
負
担
限
度
額

（
以
下
「
居
住
費
等
の
負
担
限
度
額
」
と
い
う
。）は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
要
介
護
被
保
険
者
（
法
第
四
十

一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
要
介
護
被
保
険
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）又
は
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
（
法
第
五
十
三

条
第
一
項
に
規
定
す
る
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
区
分
及
び
中
欄
に
掲
げ
る
居
室
等
の
区

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
五
十
一
条
の
三
第
二
項
第
二
号
に

規
定
す
る
居
住
費
の
負
担
限
度
額
及
び
法
第
六
十
一
条
の
三
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
滞
在
費
の
負
担
限
度
額

（
以
下
「
居
住
費
等
の
負
担
限
度
額
」
と
い
う
。）は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
要
介
護
被
保
険
者
（
法
第
四
十

一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
要
介
護
被
保
険
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）又
は
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
（
法
第
五
十
三

条
第
一
項
に
規
定
す
る
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
区
分
及
び
中
欄
に
掲
げ
る
居
室
等
の
区

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。

額

居
室
等
の
区
分

額

一

イ

介
護
保
険
法
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
厚
生
省

令
第
三
十
六
号
。
以
下
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。）

第
八
十
三
条
の
五
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
者

ユ
ニ
ッ
ト
型
個
室

一
日
に
つ
き
千

四
百
七
十
円

一

イ

介
護
保
険
法
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
厚
生
省

令
第
三
十
六
号
。
以
下
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。）

第
八
十
三
条
の
五
第
一
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
者

ユ
ニ
ッ
ト
型
個
室

一
日
に
つ
き
千

三
百
七
十
円

ロ

施
行
規
則
第
八
十
三
条
の
五
第
一
号
ニ
に
掲
げ

る
者
で
あ
っ
て
、
同
号
イ
に
規
定
す
る
公
的
年
金

等
の
収
入
金
額
等
が
百
二
十
万
円
を
超
え
る
も
の

ユ
ニ
ッ
ト
型
個
室
的

多
床
室

一
日
に
つ
き
千

四
百
七
十
円

ロ

施
行
規
則
第
八
十
三
条
の
五
第
一
号
ニ
に
掲
げ

る
者
で
あ
っ
て
、
同
号
イ
に
規
定
す
る
公
的
年
金

等
の
収
入
金
額
等
が
八
十
万
九
千
円
を
超
え
る
も

の

ユ
ニ
ッ
ト
型
個
室
的

多
床
室

一
日
に
つ
き
千

三
百
七
十
円

ハ

施
行
規
則
第
九
十
七
条
の
三
第
一
号
イ
に
掲
げ

る
者

従
来
型
個
室
（
特
養

等
）

一
日
に
つ
き
九

百
八
十
円

ハ

施
行
規
則
第
九
十
七
条
の
三
第
一
号
イ
又
は
ロ

に
掲
げ
る
者

従
来
型
個
室
（
特
養

等
）

一
日
に
つ
き
八

百
八
十
円

ニ

施
行
規
則
第
九
十
七
条
の
三
第
一
号
ニ
に
掲
げ

る
者
で
あ
っ
て
、
同
号
イ
に
規
定
す
る
公
的
年
金

等
の
収
入
金
額
等
が
百
二
十
万
円
を
超
え
る
も
の

従
来
型
個
室
（
老

健
・
医
療
院
等
）

一
日
に
つ
き
千

四
百
七
十
円

ニ

施
行
規
則
第
九
十
七
条
の
三
第
一
号
ニ
に
掲
げ

る
者
で
あ
っ
て
、
同
号
イ
に
規
定
す
る
公
的
年
金

等
の
収
入
金
額
等
が
八
十
万
九
千
円
を
超
え
る
も

の

従
来
型
個
室
（
老

健
・
医
療
院
等
）

一
日
に
つ
き
千

三
百
七
十
円

多
床
室
Ⅰ（
特
養
等
）
一
日
に
つ
き
五

百
三
十
円

ホ
・
ヘ

（
略
）

多
床
室
Ⅰ（
特
養
等
）
一
日
に
つ
き
四

百
三
十
円

多
床
室
Ⅱ
（
老
健
・

医
療
院
）

一
日
に
つ
き
五

百
三
十
円

多
床
室
Ⅱ
（
老
健
・

医
療
院
）

一
日
に
つ
き
四

百
三
十
円

多
床
室
Ⅲ
（
老
健
・

医
療
院
等
）

一
日
に
つ
き
四

百
三
十
円

多
床
室
Ⅲ
（
老
健
・

医
療
院
等
）

一
日
に
つ
き
四

百
三
十
円

居
室
等
の
区
分

要
介
護
被
保
険
者
又
は
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
の
区
分

要
介
護
被
保
険
者
又
は
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
の
区
分

ホ
・
ヘ

（
略
）

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報
〇
厚
生
労
働
省
告
示
第
八
十
八
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
一
条
の
三
第
二
項
第
二
号
及
び
第
六
十
一
条
の
三
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
介
護
保
険
法
第
五
十
一
条
の
三
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
居
住
費
の
負
担
限
度
額
及
び
同

法
第
六
十
一
条
の
三
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
滞
在
費
の
負
担
限
度
額
（
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
八
年
八
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

令
和
八
年
三
月
十
三
日

厚
生
労
働
大
臣

上
野
賢
一
郎





二

イ

施
行
規
則
第
八
十
三
条
の
五
第
一
号
ロ
に
掲
げ

る
者

ユ
ニ
ッ
ト
型
個
室

一
日
に
つ
き
千

三
百
七
十
円

（
新
設
）
（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

ロ

施
行
規
則
第
八
十
三
条
の
五
第
一
号
ニ
に
掲
げ

る
者
で
あ
っ
て
、
同
号
イ
に
規
定
す
る
公
的
年
金

等
の
収
入
金
額
等
が
八
十
万
九
千
円
を
超
え
百
二

十
万
円
以
下
で
あ
る
も
の

ユ
ニ
ッ
ト
型
個
室
的

多
床
室

一
日
に
つ
き
千

三
百
七
十
円

（
新
設
）

（
新
設
）

ハ

施
行
規
則
第
九
十
七
条
の
三
第
一
号
ロ
に
掲
げ

る
者

従
来
型
個
室
（
特
養

等
）

一
日
に
つ
き
八

百
八
十
円

（
新
設
）

（
新
設
）

ニ

施
行
規
則
第
九
十
七
条
の
三
第
一
号
ニ
に
掲
げ

る
者
で
あ
っ
て
、
同
号
イ
に
規
定
す
る
公
的
年
金

等
の
収
入
金
額
等
が
八
十
万
九
千
円
を
超
え
百
二

十
万
円
以
下
で
あ
る
も
の

従
来
型
個
室
（
老

健
・
医
療
院
等
）

一
日
に
つ
き
千

三
百
七
十
円

（
新
設
）

（
新
設
）

ホ

施
行
規
則
第
八
十
三
条
の
五
第
二
号
又
は
第
九

十
七
条
の
三
第
二
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
、
居

住
費
等
の
負
担
限
度
額
が
こ
の
項
の
下
欄
に
掲
げ

る
額
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
保
護
を
必
要
と
し
な
い

状
態
と
な
る
も
の
（
前
の
項
ホ
に
掲
げ
る
者
を
除

く
。）

多
床
室
Ⅰ（
特
養
等
）
一
日
に
つ
き
四

百
三
十
円

（
新
設
）

（
新
設
）

多
床
室
Ⅱ
（
老
健
・

医
療
院
）

一
日
に
つ
き
四

百
三
十
円

（
新
設
）

（
新
設
）

多
床
室
Ⅲ
（
老
健
・

医
療
院
等
）

一
日
に
つ
き
四

百
三
十
円

（
新
設
）

（
新
設
）

三

イ
〜
ニ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

二

イ
〜
ニ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

ホ

施
行
規
則
第
八
十
三
条
の
五
第
二
号
又
は
第
九

十
七
条
の
三
第
二
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
、
居

住
費
等
の
負
担
限
度
額
が
こ
の
項
の
下
欄
に
掲
げ

る
額
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
保
護
を
必
要
と
し
な
い

状
態
と
な
る
も
の
（
一
の
項
ホ
及
び
前
の
項
ホ
に

掲
げ
る
者
を
除
く
。）

ホ

施
行
規
則
第
八
十
三
条
の
五
第
二
号
又
は
第
九

十
七
条
の
三
第
二
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
、
居

住
費
等
の
負
担
限
度
額
が
こ
の
項
の
下
欄
に
掲
げ

る
額
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
保
護
を
必
要
と
し
な
い

状
態
と
な
る
も
の
（
前
の
項
ホ
に
掲
げ
る
者
を
除

く
。）

四

イ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

三

イ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

ロ

施
行
規
則
第
八
十
三
条
の
五
第
二
号
又
は
第
九

十
七
条
の
三
第
二
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
、
居

住
費
等
の
負
担
限
度
額
が
こ
の
項
の
下
欄
に
掲
げ

る
額
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
保
護
を
必
要
と
し
な
い

状
態
と
な
る
も
の
（
一
の
項
ホ
、
二
の
項
ホ
及
び

前
の
項
ホ
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。）

ロ

施
行
規
則
第
八
十
三
条
の
五
第
二
号
又
は
第
九

十
七
条
の
三
第
二
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
、
居

住
費
等
の
負
担
限
度
額
が
こ
の
項
の
下
欄
に
掲
げ

る
額
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
保
護
を
必
要
と
し
な
い

状
態
と
な
る
も
の
（
一
の
項
ホ
及
び
前
の
項
ホ
に

掲
げ
る
者
を
除
く
。）

ハ

（
略
）

ハ

（
略
）

備
考

備
考

一
〜
七

（
略
）

一
〜
七

（
略
）

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 


